
第
一
号
議
案 

 
 

 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い 

 
 

 

て 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定

め
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 
 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

規
則 

 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委

員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
の
表
の
十
四
の
項
の
原
因
の
欄
中

「
第
十
三
条

」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同

表
の
二
十
二
の
項
の
原
因
の
欄
の
イ

中
「
第
七
条
第
一
項

」
を
「
前
条
第
一
項

」
に
改
め

、
同
欄
の
ロ
中

「
第
十
二
条
」
を

「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改

め
、
「
た
め

の
」
の
下

に
「
学
校
等
へ
の
出
席
停
止
若

し
く
は
」
を
加

え
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。 

ハ 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
学
校
等
の
行
事

の
う
ち
、

入
園

、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
へ
の
参
加
を
す
る
場
合 

第
八
条
の

三
第
二
項
中
「
よ
る
部
分
休
業
又
は

」
を
「
よ
る

部
分
休
業
、
」
に
改

め
、
「
の
育
児
時
間
」

の
下

に
「
又
は
条
例
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
育
て

部
分
休
暇
」
を
加

え
、
「
又
は
当
該
育

児
時
間
」
を
「
、
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
子
育
て

部
分
休
暇
」
に
改
め

、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。 （

子
育
て

部
分
休
暇
） 

第
八
条
の
四 

条
例
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間

は
、
一
日
を
通

じ
、
始
業
の
時
刻

か
ら
連
続

し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た

二
時
間
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る

部
分
休
業
、
育
児
休
業
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
育
児
時
間
又
は
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日

に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら
当

該
部
分
休
業
、
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
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間
）
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位

は
、
三
十
分

と
す
る
。 

第
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項

と
し
、
第
二
項
を
第
三
項

と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

２ 

前
項
本
文
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
割
振

り
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
又
は
介
護
に

関
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り

に
つ
い
て
は
、
県
教
育
委
員
会
が

別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
長
が
定

め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 
提
案
理
由 

 
 

学

校

職

員

の

休

日

休

暇

及

び

勤

務

時

間

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

大

分

県

条

例

第

二

十
四 

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
子
育
て
部
分
休
暇
の
取
得
が
認
め
ら
れ
る
時
間
を
定

め
る
と
と
も
に
、
家
族
の

看
護
休
暇
の
取
得
対
象
の
追
加
等
を
行
い
た
い
の
で
提
案
す
る

。 
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○ 

学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

第
八
条 

条
例
第
十
一
条
に
よ
る
特
に
承
認
を
与
え
る
場
合
及
び
そ
の
期
間

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
八
条 

条
例
第
十
一
条
に
よ
る
特
に
承
認
を
与
え
る
場
合
及
び
そ
の
期
間

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

原
因 

特
に
承
認
を
与
え
る
期
間 

一
～
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

十
四 

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年

以
内
の
女
性
職
員
が
、
母
子
保

健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す

る
保
健
指
導
又
は
、
同
法
第
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康

診
査
を
受
け
る
場
合 

（
略
） 

十
五
～
二
十
一 

（
略
） 

（
略
） 

二
十
二 

職
員
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

イ 

配
偶
者
、
父
母
、
子
（
配

偶
者
の
子
及
び
児
童
福
祉
法

第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定

す
る
養
育
里
親
又
は
同
条
第

三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
職

員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一

（
略
） 

原
因 

特
に
承
認
を
与
え
る
期
間 

一
～
十
三 

（
略
） 

（
略
） 

十
四 

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年

以
内
の
女
性
職
員
が
、
母
子
保

健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す

る
保
健
指
導
又
は
、
同
法
第
十

三
条 

 
 

に
規
定
す
る
健
康

診
査
を
受
け
る
場
合 

（
略
） 

十
五
～
二
十
一 

（
略
） 

（
略
） 

二
十
二 

職
員
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

イ 
配
偶
者
、
父
母
、
子
（
配

偶
者
の
子
及
び
児
童
福
祉
法

第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定

す
る
養
育
里
親
又
は
同
条
第

三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
職

員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一

（
略
） 
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項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
（
前
条

第
一
項 

 

に
規
定
す
る
児
童

を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
祖
父
母
、
孫
及
び

配
偶
者
の
父
母
の
看
護
（
負

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ

た
こ
れ
ら
の
者
の
世
話
を
行

う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う

場
合 

ロ 

義
務
教
育
終
了
前
の
子
の

母
子
保
健
法
第
十
二
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）

第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康

診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の

付
添
い
又
は
感
染
症
の
予
防

の
た
め
の
学
校
等
へ
の
出
席

停
止
若
し
く
は
学
校
等
の
臨

時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す

る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
場

合 

ハ 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
子
の
学
校
等
の

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
（
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童

を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
祖
父
母
、
孫
及
び

配
偶
者
の
父
母
の
看
護
（
負

傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ

た
こ
れ
ら
の
者
の
世
話
を
行

う
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う

場
合 

ロ 

義
務
教
育
終
了
前
の
子
の

母
子
保
健
法
第
十
二
条 

 
  

 

若
し
く
は
第
十
三
条 

 
  

 

に
規
定
す
る
健
康
診
査
、

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）

第
十
一
条
に
規
定
す
る
健
康

診
断
若
し
く
は
予
防
接
種
の

付
添
い
又
は
感
染
症
の
予
防

の
た
め
の  

 
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

学
校
等
の
臨

時
休
業
に
よ
り
自
宅
待
機
す

る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
場

合 
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行
事
の
う
ち
、
入
園
、
卒
園

又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
式
典
へ
の
参
加

を
す
る
場
合 

二
十
三
～
二
十
五 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

二
十
三
～
二
十
五 

（
略
） 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

第
八
条
の
二 

（
略
） 

第
八
条
の
二 

（
略
） 

（
介
護
時
間
） 

（
介
護
時
間
） 

第
八
条
の
三 

（
略
） 

第
八
条
の
三 

（
略
） 

２ 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
は
、
一
日
を

通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二

時
間
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
、  

職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以

下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
育
児
時
間
又

は
条
例
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認

を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら

当
該
部
分
休
業
、
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を

受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間
は
、
一
日
を

通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二

時
間
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
又
は
職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
大
分
県
条
例
第
四
号
。
以

下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
二
項
の
育
児
時
間 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

の
承
認

を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら

当
該
部
分
休
業
又
は
当
該
育
児
時
間 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 

の
承
認
を

受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
） 

 

第
八
条
の
四 

条
例
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
時
間

は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で

連
続
し
た
二
時
間
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分

休
業
、
育
児
休
業
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
の
育
児
時
間
又
は
条
例
第
十

一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な

い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
、
当

該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を

（
新
設
） 
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減
じ
た
時
間
）
と
す
る
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
） 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
） 

第
九
条 
条
例
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、

第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
を
除
き
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

の
そ
れ
ぞ
れ
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
別
の
事
情
に
よ
り
、
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
校
長
は
任
命

権
者
の
許
可
を
受
け
て
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条 

条
例
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、

第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
を
除
き
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

の
そ
れ
ぞ
れ
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
別
の
事
情
に
よ
り
、
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
校
長
は
任
命

権
者
の
許
可
を
受
け
て
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
本
文
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
か

か
わ
ら
ず
、
育
児
又
は
介
護
に
関
し
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
長
が
定
め
る
。 

（
新
設
） 

３
・
４ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

第
九
条
の
二
～
第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

第
九
条
の
二
～
第
十
一
条
の
二 

（
略
） 
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 学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則の一部改正について 

 

１ 規則の概要 

  この規則は、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例（昭和３２年大分

県条例第２４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるもので

ある。 

 

２ 改正理由 

  仕事と生活の両立支援のため、家族の看護休暇の取得対象に子の入学等の式典に

参加する場合等を追加するとともに、条例の一部改正に伴い、子育て部分休暇の時

間に係る規定の整備等を行うもの 

  

３ 改正内容 

⑴ 休暇制度に関する規定の改正 

① 家族の看護休暇の取得対象の追加（第８条関係） 

   家族の看護休暇の取得対象に、子の入園若しくは卒園又は入学の式典その他

これに準ずる式典に参加する場合を追加するもの 

② 子育て部分休暇の導入に伴う改正（第８条の３及び第８条の４関係） 

   新設された子育て部分休暇の時間は、任命権者が定めることとされたことに

伴い、取得時間を定めるもの 

 

⑵ 時差通勤の導入に伴う改正（第９条関係） 

   育児又は介護のために必要な職員の時差通勤の導入に係る規定の追加 

 

⑶ その他所要の改正 

  第２条第２項及び第８条第１項の表中２２の項の文言の修正 

 

４ 施行期日 

令和７年４月１日（令和７年３月31日公布予定） 

第１号議案

-7-


